
かべ新聞
不当なボーナスカットは許さない！

労働審判Ⅲを終了し、闘いは『本人訴訟』裁判へ！
２月１０日、労働審判Ⅲの第二回審判が行われました。

前回の審判で審判官より「内容が膨大過ぎて労働審判にはそぐわな

い」との見解が示されていましたが、今回も「労働審判では手続きに

限界があり調べつくす事ができない」と見解が示されました。

よって２４条１項の適用で終了となりました。

裁判での闘いに共に決起しよう！
今後は、成田委員長が原告となり本人訴訟となります。

この間、会社は分会の掲示板に貼りだしている情報等の掲示物を一

方的に撤去してきました。私たちは、「ボーナスカット攻撃を許さな

い！」と共に「専任Ⅴ反対!」、不当な「掲示物の撤去をも許さない！」

闘いを推し進めて行きます。

全組合員の支援・協力をお願いします！

全組合員で闘いを構築しよう！！  
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